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■と　き 3月6日贖午後1時20分～3時（正午開場）
■ところ 保健福祉センター・はつらつホール
■定　員 当日先着250名（入場無料）
■その他 手話通訳、要約筆記、保育ルーム（無料、30名）有り。

※保育ルームの利用は、2月27日贔までに申し込んでください。

講師
ピーター・フランクルさん

（数学者・大道芸人）
問い合わせ（保育申込み）
企画調整課企画情報係

（内線335）へ。

－旅の写生から戦争画まで－

安宅安五郎・笹岡了一・会田誠
昨年度の「笹岡了一とその時代展」に続き、新潟出身の画家の絵を通して「東アジ

ア」の近代と日本の歩んできた道、そして平和の大切さを考える展覧会を開催します。

旧金津村出身の洋画家・笹岡了一（1907～1987）の目に映った戦前から戦後の東ア

ジアと日本の風景を中心に、昭和10年代に台湾・中国・朝鮮へ旅をした洋画家・安宅

安五郎（新潟市出身：1833～1960）の水墨画、そして戦後生まれの現代美術家・会田

誠（新潟市出身：1965～）の作品から「戦争画RETURNS（抄）」を中心に紹介します。

◆と　き 2月6日贔～4月11日跣
開館時間は10:00～17:00（入館は16:30まで）
※毎週月曜日休館

◆観覧料 一般600円 高校・大学生400円 小・中学生200円
（土・日・祝日は、小・中学生は無料）

映画『≒（ニア・イコール）会田誠　～無気力大陸～』上映会
■と　き 3月20日跫14:00～16:00（13:30開場）
■ところ 視聴覚センター2階ホール
■定　員　130名
■料　金 1,000円（映画鑑賞券）

■映画鑑賞券について
映画鑑賞券は、新津市美術館の受付カウンター
で2月6日贔から販売します（券購入の先着30名に
展覧会ポスターをプレゼント）。なお、完全前売
制で、図書館では当日も含めて販売しません。

新津市美術館 蕕25－1300 ※2月5日賍までは展示替えのため休館
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会田誠「あぜ道」1991年
（豊田市美術館蔵）

あ た か
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●「期日前投票」とは？
選挙は、選挙期日（投票日）に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度では、仕事や

旅行などで投票日当日に投票所へ行けない人が、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる

（つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる）仕組みです。

●どう変わる？ 不在者投票 ～期日前投票と不在者投票の関係～
今までは、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で投票を行うもの、名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選

挙管理委員会で行うもの、病院や老人ホームなどの施設で行うものなど、投票を行う場所により、いくつかの種類の

「不在者投票」がありました。今回の改正では、下の図のとおり、名簿登録地の市区町村役場で行う「不在者投票」を

「期日前投票」に移行し、それ以外の「不在者投票」は、今までどおり行うということになりました。
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◆期日前投票と不在者投票との関係についてのイメージ図

●「期日前投票」で変更になったこと
①投票期間が「選挙期日の公（告）示日の翌日」から選挙期日（投票日）前日までに
従来の不在者投票では、選挙期日の公（告）示日も投票ができましたが、これからはできませんので、ご注意くだ

さい。

②投票手続きがより簡単に
期日前投票は選挙期日（投票日）の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きが選挙期日

の投票所における投票と同じになりました（ただし、宣誓書の記入は従来どおり必要）。
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期日前投票制度が始まります！
投票手続きがより簡単になりました
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